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(57)【要約】
【課題】バリア層によって高いバリア性を具備しつつ、
高いヒートシール強度、及び高い耐衝撃剥離性を具備し
ている、包装袋形成用積層体を提供すること。
【解決手段】基材層１１０、接着剤層１２０、及びバリ
ア性積層シーラントフィルム１３０をこの順に有する包
装袋形成用積層体であって、バリア性積層シーラントフ
ィルム１３０が、基材層１１０側から順に、第１のシー
ラント層１３１、第１の接着性樹脂層１３２、バリア層
１３３、第２の接着性樹脂層１３４、及び第２のシーラ
ント層１３５を有し、バリア性積層シーラントフィルム
１３０は、共押出法によって形成されており、かつ、第
１のシーラント層１３１が、密度０．９００ｇ／ｃｍ３

以上０．９３０ｇ／ｃｍ３以下のポリエチレン系樹脂を
含む層である、包装袋形成用積層体１００。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材層、接着剤層、及びバリア性積層シーラントフィルムをこの順に有する包装袋形成
用積層体であって、
　前記バリア性積層シーラントフィルムは、前記基材層側から順に、第１のシーラント層
、第１の接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及び第２のシーラント層を有し
、共押出法によって形成されており、かつ、
　前記第１のシーラント層が、密度０．９００ｇ／ｃｍ３以上０．９３０ｇ／ｃｍ３以下
のポリエチレン系樹脂を含む層である、
包装袋形成用積層体。
【請求項２】
　前記第２のシーラント層が、チーグラー－ナッタ系直鎖状低密度ポリエチレンを含む層
である、請求項1に記載の包装袋形成用積層体。
【請求項３】
　前記バリア層が、エチレン－ビニルアルコール共重合体を含む層である、請求項１又は
２に記載の包装袋形成用積層体。
【請求項４】
　前記エチレン－ビニルアルコール共重合体におけるエチレン含量が、３０モル％以上５
０モル％以下である、請求項３に記載の包装袋形成用積層体。
【請求項５】
　前記基材層が、ナイロンを含む層である、請求項１～４のいずれか一項に記載の包装袋
形成用積層体。
【請求項６】
　前記第１のシーラント層を構成する前記ポリエチレン系樹脂の密度が、０．９１５ｇ／
ｃｍ３以上０．９２０ｇ／ｃｍ３以下である、請求項１～５のいずれか一項に記載の包装
袋形成用積層体。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の包装袋形成用積層体のバリア性積層シーラントフ
ィルムが、互いにヒートシールされることによって構成されている、包装袋。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の包装袋形成用積層体のバリア性積層シーラントフ
ィルムが、包装袋の他の構成要素とヒートシールされることによって構成されている、包
装袋。
【請求項９】
　内容量が、１Ｌ以上である、請求項７又は８に記載の包装袋。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか一項に記載の包装袋と、前記包装袋中の内容物と、を含む、内
容物入り包装袋。
【請求項１１】
　前記内容物が、医薬品、医薬部外品、化粧品、洗剤、食品、及び塗料から選択される、
請求項１０に記載の内容物入り包装袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装袋形成用積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医薬品、医薬部外品、化粧品、洗剤、食品等を収納して、保管、運搬し、使用に供する
ための包装袋形成用積層体として、異なる機能を有する複数の層から成る積層体が使用さ
れている。
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【０００３】
　例えば、特許文献１には、包装袋材料として、ポリエチレンテレフタレートフィルム、
二軸延伸ナイロンフィルム、及び直鎖状低密度ポリエチレンフィルムを、各フィルム間に
接着剤層を介してドライラミネート法によって貼り合わされた積層シートが記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－２１０５２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　包装袋を、内容量の大きな「重量袋」として適用する場合、内容物の質量に応じた高い
負荷がシール部分にかかるため、シール部分の強度を高くする必要がある。従来技術の包
装袋形成用積層体でも、例えばヒートシール条件の変更等によって、シール強度を高くす
ること自体は可能であった。しかしながら、従来技術の包装袋形成用積層体を用い、ヒー
トシール条件の変更によってシール強度を高くして、重量袋に適用すると、重量袋に落下
衝撃等が加わったときに、包装袋形成用積層体に剥離が生じる場合があった。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものである。
【０００７】
　本発明の目的は、バリア層によって高いバリア性を具備しつつ、高いヒートシール強度
、及び高い耐衝撃剥離性を具備し、好ましくは更に、高い耐薬品性を具備している、包装
袋形成用積層体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、以下のとおりである。
【０００９】
　《態様１》
　基材層、接着剤層、及びバリア性積層シーラントフィルムをこの順に有する包装袋形成
用積層体であって、
　上記バリア性積層シーラントフィルムは、上記基材層側から順に、第１のシーラント層
、第１の接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及び第２のシーラント層を有し
、共押出法によって形成されており、かつ、
　上記第１のシーラント層が、密度０．９００ｇ／ｃｍ３以上０．９３０ｇ／ｃｍ３以下
のポリエチレン系樹脂を含む層である、
包装袋形成用積層体。
　《態様２》
　上記第２のシーラント層が、チーグラー－ナッタ系直鎖状低密度ポリエチレンを含む層
である、態様1に記載の包装袋形成用積層体。
　《態様３》
　上記バリア層が、エチレン－ビニルアルコール共重合体を含む層である、態様１又は２
に記載の包装袋形成用積層体。
　《態様４》
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体におけるエチレン含量が、３０モル％以上５
０モル％以下である、態様３に記載の包装袋形成用積層体。
　《態様５》
　上記基材層が、ナイロンを含む層である、態様１～４のいずれか一項に記載の包装袋形
成用積層体。
　《態様６》
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　上記第１のシーラント層を構成する上記ポリエチレン系樹脂の密度が、０．９１５ｇ／
ｃｍ３以上０．９２０ｇ／ｃｍ３以下である、態様１～５のいずれか一項に記載の包装袋
形成用積層体。
　《態様７》
　態様１～６のいずれか一項に記載の包装袋形成用積層体のバリア性積層シーラントフィ
ルムが、互いにヒートシールされることによって構成されている、包装袋。
　《態様８》
　態様１～６のいずれか一項に記載の包装袋形成用積層体のバリア性積層シーラントフィ
ルムが、包装袋の他の構成要素とヒートシールされることによって構成されている、包装
袋。
　《態様９》
　内容量が、１Ｌ以上である、態様７又は８に記載の包装袋。
　《態様１０》
　態様７～９のいずれか一項に記載の包装袋と、上記包装袋中の内容物と、を含む、内容
物入り包装袋。
　《態様１１》
　上記内容物が、医薬品、医薬部外品、化粧品、洗剤、食品、及び塗料から選択される、
態様１０に記載の内容物入り包装袋。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の包装袋形成用積層体は、バリア層によって高いバリア性を具備しつつ、高いヒ
ートシール強度、及び高い耐衝撃剥離性を具備している。本発明の好ましい態様では、本
発明の包装袋形成用積層体は、更に、高い耐薬品性を具備している。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の包装袋形成用積層体の構成の一例を説明するための概略断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　《包装袋形成用積層体》
　本発明の包装袋形成用積層体は、
　基材層、接着剤層、及びバリア性積層シーラントフィルムをこの順に有する包装袋形成
用積層体であって、
　バリア性積層シーラントフィルムが、基材層側から順に、第１のシーラント層、第１の
接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及び第２のシーラント層を有し、共押出
法によって形成されており、かつ、
　第１のシーラント層が、密度０．９００ｇ／ｃｍ３以上０．９３０ｇ／ｃｍ３以下のポ
リエチレン系樹脂を含む層である。
【００１３】
　本発明の包装袋形成用積層体は、上記の構成を有することにより、良好なバリア性、高
いヒートシール強度、及び高い耐剥離性を具備している。
【００１４】
　本発明者らは、従来技術の包装袋に落下衝撃等が加えられたときに、包装袋形成用積層
体に剥離が生じていることを見出し、その詳細について検討した。その結果、この剥離は
、シーラント層の柔軟性が不足しているために、落下衝撃のシーラント層による吸収が不
十分となって、シーラント層と他の層との間の密着性が損なわれたことによると推察され
た。
【００１５】
　本発明者らは、上記の知見に基づいて、更に検討を重ね、本発明に到達した。
【００１６】
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　本発明におけるバリア性積層シーラントフィルムでは、接着剤によって他の層に貼り付
けられる側のシーラント層（第１のシーラント層）が、密度０．９００ｇ／ｃｍ３以上０
．９３０ｇ／ｃｍ３以下のポリエチレン系樹脂を含む層である。この密度範囲のポリエチ
レン系樹脂は、適度の柔軟性を有し、落下等による衝撃の吸収性が高い。このようなポリ
エチレン系樹脂を含む第1のシーラント層を用いると、落下等の衝撃が加えられた場合で
も、密着性を維持して剥離が抑制された、包装袋形成用積層体が提供されるのである。
【００１７】
　本発明では、バリア性積層シーラントフィルムを構成する各層、すなわち第１のシーラ
ント層、第１の接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及び第２のシーラント層
は、共押出法によって一体形成されている。
【００１８】
　なお、本発明の包装袋形成用積層体における第２のシーラント層は、包装袋を形成する
際に、互いに、又は包装袋の他の構成要素と、ヒートシールされることが予定されている
。
【００１９】
　本発明におけるバリア性積層シーラントフィルムは、バリア層を有し、それによって、
バリア性に優れ、例えば環境中の酸素、水分等から内容物を保護することができ、かつ、
内容物に含まれる揮発成分等が包装袋から散逸することが抑制されている。
【００２０】
　以下に、図面を参照しながら、本発明の包装袋形成用積層体の構成について説明する。
【００２１】
　図１に、本発明の包装袋形成用積層体の構成の一例を説明するための概略断面図を示す
。
【００２２】
　図１の包装袋形成用積層体（１００）は、
　　基材層（１１０）、接着剤層（１２０）、及びバリア性積層シーラントフィルム（１
３０）をこの順に有する包装袋形成用積層体（１００）であって、
　　バリア性積層シーラントフィルム（１３０）は、基材層（１１０）側から順に、第１
のシーラント層（１３１）、第１の接着性樹脂層（１３２）、バリア層（１３３）、第２
の接着性樹脂層（１３４）、及び第２のシーラント層（１３５）を有する。
【００２３】
　包装袋形成用積層体（１００）中のバリア性積層シーラントフィルム（１３０）は、共
押出法によって製造されたものである。
【００２４】
　バリア性積層シーラントフィルム（１３０）中の第１のシーラント層（１３１）は、密
度０．９００ｇ／ｃｍ３以上０．９３０ｇ／ｃｍ３以下のポリエチレン系樹脂を含む層で
ある。
【００２５】
　以下、本発明の包装袋形成用積層体中の各層について、順に説明する。
【００２６】
　〈基材層〉
　基材層は、本発明の包装袋形成用積層体に、包装袋としたときの保形性を確保すること
の他、包装袋外部からの衝撃に対する防御層として機能する。また、基材層は、所望によ
り、印刷可能な材料から成っていてもよく、内容物の明示、内容物の説明、消費意欲向上
のための意匠等が印刷されていてもよい。
【００２７】
　基材層は、ポリアミドを含む層であってよく、例えば、ナイロンを含む層であってよく
、具体的には、例えば、６－ナイロン、６，６－ナイロン等を含む層であってよい。
【００２８】
　基材層は、延伸フィルム及び無延伸フィルムのどちらであってもよい。延伸は、１軸延
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伸及び２軸延伸のどちらであってもよい。２軸延伸の場合の延伸方法は任意であり、例え
ば、チューブラー２軸延伸、同時２軸延伸、逐次２軸延伸等によって延伸されたフィルム
を使用してよい。
【００２９】
　基材層は、単層であっても多層であってもよい。多層は、ナイロンから成る複数層のフ
ィルムによって構成されていてもよいし、ナイロンから成る単層又は多層のフィルムと、
他のフィルムとの組み合わせであってもよい。他のフィルムは例えば、ポリオレフィン、
ポリエステル等から成るフィルムであってよい。本発明における基材層は、典型的には、
上記の好ましいナイロンから成るフィルムの単層、このようなナイロンフィルムが２層以
上積層された多層、又は単層若しくは多層のナイロンフィルムの最表面側（バリア性積層
シーラントフィルムとは反対の面側）に、ポリオレフィンフィルム又はポリエステルの層
を有するものであってよい。
【００３０】
　包装体としたときの強度を付与するために、基材層の厚みは、例えば、５μｍ以上、８
μｍ以上、１０μｍ以上、１２μｍ以上、１５μｍ以上、又は２０μｍ以上であってよい
。一方、袋形成用積層体が適当な柔軟性を維持し、積層体の総厚みを過度に大きくしない
との観点から、基材層の厚みは、例えば、５０μｍ以下、４０μｍ以下、３０μｍ以下、
２５μｍ以下、又は２０μｍ以下であってよい。
【００３１】
　〈バリア性積層シーラントフィルム〉
　バリア性積層シーラントフィルムは、基材層側から順に、第１のシーラント層、第１の
接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及び第２のシーラント層をこの順に有す
る。
【００３２】
　バリア性積層シーラントフィルムは、共押出法によって製造されたものであり、ドライ
ラミネート接着剤層を含まない。
【００３３】
　以下、バリア性積層シーラントフィルムを構成する各層について、第１のシーラント層
、バイア層、第２のシーラント層、並びに第１の接着性樹脂層及び第２の接着性樹脂層の
順に説明する。
【００３４】
　（第１のシーラント層）
　第１のシーラント層は、密度０．９００ｇ／ｃｍ３以上０．９３０ｇ／ｃｍ３以下のポ
リエチレン系樹脂を含む層である。
【００３５】
　上記したとおり、第１のシーラント層における、ポリエチレン系樹脂の密度は、当該ポ
リエチレン系樹脂の柔軟性の程度を示す指標であり、ポリエチレン系樹脂の密度が小さい
ことは、柔軟性が高いことを意味している。
【００３６】
　第１のシーラント層中のポリエチレン系樹脂の柔軟性を確保して、耐衝撃剥離性を十分
に高くする観点から、第１のシーラント層中のポリエチレン系樹脂の密度は、０．９３０
ｇ／ｃｍ３以下であり、０．９２５ｇ／ｃｍ３以下、又は０．９２０ｇ／ｃｍ３以下であ
ってよい。一方で、第１のシーラント層中のポリエチレン系樹脂の密度が過度に低いと、
本発明を包装袋に成形するために第２のヒートシール層をヒートシールする際に、第１の
シーラント層が流動して積層体外に流れ出す懸念がある。これを回避する観点から、第１
のシーラント層中のポリエチレン系樹脂の密度は、０．９００ｇ／ｃｍ３以上であり、０
．９０５ｇ／ｃｍ３以上、０．９１０ｇ／ｃｍ３以上、又は０．９１５ｇ／ｃｍ３以上で
あってよい。第１のシーラント層中のポリエチレン系樹脂の密度は、例えば、０．９１５
ｇ／ｃｍ３以上０．９２０ｇ／ｃｍ３以下の範囲であってよい。
【００３７】
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　本明細書において、第１のシーラント層の密度は、ＪＩＳ　Ｋ７１１２に準拠して、２
５℃において測定された値である。
【００３８】
　第１のシーラント層における、上記の範囲の密度を有するポリエチレン系樹脂を、以下
、「特定ポリエチレン系樹脂」と称することがある。
【００３９】
　第１のシーラント層における特定ポリエチレン系樹脂は、エチレンの単独重合体であっ
てもよいし、エチレンと他のオレフィンとの共重合体であってもよい。第１のシーラント
層における特定ポリエチレン系樹脂として、具体的には例えば、低密度ポリエチレン（Ｌ
ＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、超低密度ポリエチレン（ＵＬＤＰ
Ｅ）等が挙げられ、これらから選択される１種以上を使用してよい。適度の密度を示し、
好適な範囲の柔軟性を示すためには、特定ポリエチレン系樹脂は、ＬＤＰＥ及びＬＬＤＰ
Ｅから選択されてよく、特にＬＤＰＥであってよい。
【００４０】
　第１のシーラント層における特定ポリエチレン系樹脂としては、１種類のみを用いても
よいし、２種類以上の混合物であってもよい。
【００４１】
　第１のシーラント層は、単層であってもよいし、多層であってもよいが、特定ポリエチ
レン系樹脂の層が最外層であることが必要である。特定ポリエチレン系樹脂の層以外の層
は、特定ポリエチレン系樹脂を含まず、かつ、特定ポリエチレン系樹脂以外のポリエチレ
ン系樹脂、変性ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタ
ン等から選択される樹脂を含んでいる層であってもよい。
【００４２】
　高度の耐衝撃剥離性を確保する観点から、第１のシーラント層の厚みは、例えば、５μ
ｍ以上、１０μｍ以上、１５μｍ以上、２０μｍ以上、２５μｍ以上、又は３０μｍ以上
であってよい。一方、包装袋形成用積層フィルムの総厚みを過度に厚くしないとの観点か
ら、第１のシーラント層の厚みは、例えば、５０μｍ以下、４５μｍ以下、４０μｍ以下
、３５μｍ以下、又は３０μｍ以下であってよい。
【００４３】
　第１のシーラント層が多層である場合、上記の第１のシーラント層の厚みは、第１のシ
ーラント層を構成する全部の層の合計の厚みである。
【００４４】
　（バリア層）
　バリア層は、本発明の包装袋形成用積層体に、例えば、酸素遮断機能を与えて、包装袋
に収納された内容物を酸化から保護するとともに、包装袋に収納された内容物が袋の外部
に漏れ出ることを抑制する機能を有する。このような機能を効果的に発現するため、バリ
ア層は、エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）を含んでいてよい。
【００４５】
　バリア層におけるＥＶＯＨのエチレン含量は、包装袋形成用積層体のバリア性、特に酸
素遮断性を確保する観点から、例えば、５０モル％以下、４８モル％以下、４６モル％以
下、４５モル％以下、４４モル％以下、４３モル％以下、４２モル％以下、又は４０％以
下であってよく、一方で、得られる包装袋の耐衝撃性、特に耐落下衝撃剥離性を確保する
観点から、例えば、３０モル％以上、３３モル％以上、３４モル％以上、３５モル％以上
、又は３６モル％以上であってよい。エチレン－ビニルアルコール共重合体のエチレン含
量は、典型的には例えば、３０モル％以上５０モル％以下、３３モル％以上４６モル％以
下、又は３５モル％以上４２モル％以下であってよい。
【００４６】
　バリア層の厚みは、十分に高い酸素遮断性を確保する観点から、例えば、５μｍ以上、
７μｍ以上、８μｍ以上、９μｍ以上、又は１０μｍ以上であってよく、包装袋としての
柔軟性を確保する観点から、例えば、１５μｍ以下、１４μｍ以下、１３μｍ以下、１２
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μｍ以下、１１μｍ以下、又は１０μｍ以下であってよい。
【００４７】
　（第２のシーラント層）
　第２のシーラント層は、本発明の包装袋形成用積層体を包装袋に成形するためのシール
層として機能する。第２のシーラント層は、例えば、ヒートシール機能を有する樹脂を含
んでいてよく、ヒートシール機能を有する樹脂から構成されていてよい。
【００４８】
　また、第２のシーラント層は、本発明の包装袋形成用積層体を包装袋に成形したときに
、最内層となり、内容物に直接触れることとなる。したがって、第２のシーラント層に含
まれる樹脂は、収納が想定される内容物に応じた耐薬品性を有することが望まれる。
【００４９】
　ヒートシール機能を有し、かつ、耐薬品性の高い樹脂としては、例えば、ポリオレフィ
ンが例示できる。したがって、第２のシーラント層は、ポリオレフィンを含んでいてよい
。
【００５０】
　第２のシーラント層に含まれるポリオレフィンは、例えば、ポリプロピレン、ポリエチ
レン等であってよく、特にポリエチレンが好ましい。第２のシーラント層に含まれるポリ
エチレンとして、具体的には例えば、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中密度ポリエチ
レン（ＭＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬ
ＤＰＥ）等が挙げられ、第２のシーラント層は、これらから選択される１種以上を含んで
いてよい。第２のシーラント層は、良好なヒートシール性、及び高い耐薬品性の他、高度
の加工性が付与される観点から、ＬＬＤＰＥを含む層であることが好ましく、ＬＬＤＰＥ
から構成される層であることがより好ましい。
【００５１】
　第２のシーラント層に含まれるＬＬＤＰＥは、メタロセン触媒によって製造されたメタ
ロセン系ＬＬＤＰＥ（Ｍ－ＬＬＤＰＥ）であってもよいし、チーグラー－ナッタ触媒によ
って製造されたチーグラー－ナッタ系ＬＬＤＰＥ（ＺＮ－ＬＬＤＰＥ）であってもよい。
【００５２】
　しかしながら、近年の高速ヒートシールへの適用を考慮すると、ＺＮ－ＬＬＤＰＥを用
いてよい。すなわち、ＺＮ－ＬＬＤＰＥは、ＤＳＣにおいて複数の融点ピークを有するか
ら、例えば高速ヒートシール工程でシール部分がポリエチレンの代表融点（約１２０℃）
に至らなかった場合でも、適当なヒートシール強度を示すと考えられる。すなわち、シー
ル部分の温度が、ポリエチレンの代表融点に至らなかった場合でも、比較的低温のピーク
に対応するメチレン連鎖結晶は溶融することができ、この部分がヒートシールに寄与する
と考えられる。
【００５３】
　第２のシーラント層は、上記のようなポリオレフィンのみから構成されていてもよいし
、ポリオレフィンと他の樹脂との混合物から構成されていてもよい。他の樹脂は、例えば
、変性ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン等から
選択されてよい。
【００５４】
　第２のシーラント層は、単層であってもよいし、多層であってもよい。多層である第２
のシーラント層は、ポリオレフィンを含む層を１層以上有していればよく、ポリオレフィ
ンを含む層のみから成っていてもよいし、ポリオレフィンを含む層と他の層とから成って
いてもよい。他の層は、ポリオレフィンを含まず、かつ、変性ポリオレフィン、ポリスチ
レン、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン等から選択される樹脂を含んでいてよい
。
【００５５】
　第２のシーラント層が多層である場合、ポリオレフィンを含む層を最外層とし、最外層
であるポリオレフィンを含む層が、基材層とは反対側に配置されてよい。
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【００５６】
　高いヒートシール性を確保する観点から、第２のシーラント層の厚みは、例えば、３０
μｍ以上、４０μｍ以上、５０μｍ以上、６０μｍ以上、７０μｍ以上、又は８０μｍ以
上であってよい。一方、包装袋形成用積層フィルムの総厚みを過度に厚くしないとの観点
から、第２のシーラント層の厚みは、例えば、１２０μｍ以下、１１０μｍ以下、１００
μｍ以下、９０μｍ以下、又は８０μｍ以下であってよい。
【００５７】
　第２のシーラント層が多層である場合、上記の第２のシーラント層の厚みは、第２のシ
ーラント層を構成する全部の層の合計の厚みである。
【００５８】
　（第１の接着性樹脂層及び第２の接着性樹脂層）
　第１の接着性樹脂層及び第２の接着性樹脂層は、バリア性積層シーラントフィルムにお
けるバリア層と、第１のシーラント層及び第２のシーラント層との間を接着し、これらの
層を積層させる機能を有する。第１の接着性樹脂層は、第１のシーラント層とバリア層と
の間に配置され、第２の接着性樹脂層は、バリア層と第２のシーラント層との間に配置さ
れる。
【００５９】
　第１の接着性樹脂層及び第２の接着性樹脂層は、それぞれ、バリア層の構造との親和性
が高い極性部位と、第１及び第２のシーラント層の構造との親和性が高い例えばポリオレ
フィン骨格とを有していてよい。また、第１の接着性樹脂層及び第２の接着性樹脂層は、
バリア層を挟み込んで、積層体外部からの衝撃を緩和させてバリア層を保護する機能を更
に有していてもよい。したがって、これらの接着性樹脂層は、比較的軟質の樹脂から構成
されていてもよい。
【００６０】
　第１及び第２の接着性樹脂層を構成する材料は、熱可塑性樹脂であってよい。この熱可
塑性樹脂は、例えば、酸変性ポリオレフィン等であってよい。酸変性ポリオレフィンは、
例えば、カルボン酸変性ポリオレフィン等であってよく、特に不飽和ジカルボン酸変性ポ
リオレフィン等であってよく、好ましくはα，β－不飽和ジカルボン酸変性ポリオレフィ
ンであってよい。ここで、ポリオレフィンは、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等
であってよい。ポリオレフィンの修飾に好ましく用いられるα，β－不飽和ジカルボン酸
は、例えば、マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸等であってよい。第１及び第２の接着
性樹脂層を構成する熱可塑性樹脂は、好ましくは、カルボン酸変性ポリエチレン、又はカ
ルボン酸変性ポリプロピレンを含み、好ましくはカルボン酸変性ポリエチレンを含み、典
型的にはカルボン酸変性ポリエチレンから構成されてよい。
【００６１】
　第１及び第２の接着性樹脂層がカルボン酸変性ポリオレフィンを含む場合、これらのポ
リオレフィンの酸変性度は任意である。
【００６２】
　第１及び第２の接着性樹脂層の厚みは、それぞれ、例えば、３μｍ以上、４μｍ以上、
５μｍ以上、６μｍ以上、又は７μｍ以上であってよく、例えば、１０μｍ以下、８μｍ
以下、６μｍ以下、又は５μｍ以下であってよい。
【００６３】
　〈接着剤層〉
　本発明の包装袋形成用積層体における接着剤層は、基材層と、バリア性積層シーラント
フィルムとの間を接着し、これらを積層させる機能を有する。このような接着剤層は、例
えば、ドライラミネート接着剤から構成される層、アンカーコート剤から構成される層等
であってよい。
【００６４】
　ドライラミネート接着剤は、例えば、ポリオールとイソシアネートから成る２液系の接
着剤であってよい。ポリオールは、例えば、ポリエステル系、ポリエステルポリウレタン
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系等の骨格を有するものであってよい。イソシアネートは、芳香族系及び脂肪族系のどち
らであってもよい。芳香族系イソシアネートを用いると、接着力に優れる接着性樹脂層が
得られる。脂肪族系イソシアネートを用いると、臭気等の問題のない接着性樹脂層が得ら
れる。食品、医薬品等を収納する袋に用いる場合には、ポリエステル系又はポリエステル
ポリウレタン系ポリオールと、脂肪族イソシアネートとの組み合わせから構成されるドラ
イラミネート用接着剤を使用してよい。
【００６５】
　ドライラミネート接着剤から構成される接着剤層の厚みは、例えば、２μｍ以上、３μ
ｍ以上、又は４μｍ以上であってよく、例えば、７μｍ以下、５μｍ以下、又は４μｍ以
下であってよい。
【００６６】
　アンカーコート剤は、例えば、ポリエステル系、ポリアミン系、ポリウレタン系等の適
宜の２液系アンカーコート剤であってよい。
【００６７】
　アンカーコート剤から構成される接着剤層の厚みは、例えば、０．１μｍ以上３μｍ以
下の範囲であってよい。
【００６８】
　〈各層の任意添加剤〉
　本発明の包装袋形成用積層体中の各層は、樹脂材料に通常含有される添加剤を、任意的
に含んでいてもよい。添加剤は、例えば、滑材、酸化防止剤、難燃剤、可塑剤、紫外線吸
収剤、帯電防止剤等から選択されてよい。
【００６９】
　《包装袋形成用積層体の製造方法》
　本発明の包装袋形成用積層体は、任意の方法によって製造されてよい。
【００７０】
　本発明の包装袋形成用積層体は、接着剤層の構成に応じて、適宜の方法で製造されてよ
い。
【００７１】
　接着剤層がドライラミネート接着剤から構成される包装袋形成用積層体は、例えば、
　　基材層を準備すること（基材層準備工程）、
　　第１のシーラント層、第１の接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及び第
２のシーラント層を有するバリア性積層シーラントフィルムを作製すること（バリア性積
層シーラントフィルム作製工程）、並びに
　　基材層と、バリア性積層シーラントフィルムとを、接着剤層を介して接着して積層さ
せること（積層工程）
を含む方法によって製造されてよい。
【００７２】
　基材層準備工程では、基材層を準備する。基材層は、所望の包装袋形成用積層体におけ
る基材層と同じものを、適宜に選択して準備する。基材層としては、例えば、公知の方法
によって作製されたものを用いてもよく、市販品を用いてもよく、又は市販品に適宜の加
工（例えば表面処理等）を施したものを用いてもよい。
【００７３】
　バリア性積層シーラントフィルム作製工程では、所望の包装袋形成用積層体におけるバ
リア性積層シーラントフィルムの構成に応じて、例えば５層構成のバリア性積層シーラン
トフィルムを作製する。本発明の包装袋形成用積層体におけるバリア性積層シーラントイ
ルムは、共押出法によって作製されており、ドライラミネート接着剤層を含まない。
【００７４】
　そして、積層工程において、基材層と、バリア性積層シーラントフィルムとを、所定の
ドライラミネート接着剤から構成される接着剤層を介して接着して積層させることにより
、接着剤層がドライラミネート接着剤から構成される包装袋形成用積層体を得ることがで
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きる。
【００７５】
　一方、接着剤層がアンカーコート剤から構成される包装袋形成用積層体は、例えば、
　　基材層を準備すること（基材層準備工程）、
　　基材層上に、アンカーコート剤から構成される接着剤層を形成すること（接着剤層形
成工程）、並びに
　　接着剤層上に、第１のシーラント層、第１の接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性
樹脂層、及び第２のシーラント層を有するバリア性積層シーラントフィルムを、第１のシ
ーラント層が接着剤層に接するように、多層押出しすること（バリア性積層シーラントフ
ィルム積層工程）
を含む方法によって製造されてよい。
【００７６】
　基材層準備工程については、接着剤層がドライラミネート接着剤から構成される包装袋
形成用積層体の製造方法における基材層準備工程に関する説明を、そのまま援用できる。
【００７７】
　接着剤層形成工程では、基材層上に、所定のアンカーコート剤から構成される接着剤層
を形成する。
【００７８】
　そして、バリア性積層シーラントフィルム積層工程において、上記で形成された接着剤
層上に、第１のシーラント層、第１の接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及
び第２のシーラント層を有するバリア性積層シーラントフィルムを、第１のシーラント層
が接着剤層に接するように、多層押出しすることにより、接着剤層がアンカーコート剤か
ら構成される包装袋形成用積層体を得ることができる。
【００７９】
　《包装袋》
　本発明の別の観点によると、本発明の包装袋形成用積層体から構成されている包装袋が
提供される。
【００８０】
　本発明の包装袋は、以下のいずれかの構成を有していてよい：
　（１）本発明の包装袋形成用積層体のバリア性積層シーラントフィルムが、互いにヒー
トシールされることによって構成されている、包装袋（第１の包装袋）、又は、
　（２）本発明の包装袋形成用積層体のバリア性積層シーラントフィルムが、包装袋の他
の構成要素とヒートシールされることによって構成されている、包装袋（第２の包装袋）
。
【００８１】
　本発明の第１の包装袋は、例えば、包装袋形成用積層体が、当該積層体のうちの第２の
シーラント層が内側を向くように対向配置され、第２のシーラント層の端部が互いにヒー
トシールされることによって、袋状に形成されて成る。
【００８２】
　本発明の第２の包装袋は、例えば、包装袋形成用積層体が、当該積層体のうちの第２の
シーラント層が内側を向くように対向配置され、かつ、対向配置された第２のシーラント
層の間隙に、包装袋の他の構成要素を配置し、これらが互いにヒートシールされることに
よって、袋状に形成されてなる。包装袋の他の構成要素は、例えば、スパウト等であって
よい。
【００８３】
　包装袋は、例えば、ボトムシール袋状、サイドシール袋状、三方シール袋状、ピロー袋
状、角底袋状、パウチ状、スタンディングパウチ状、ガセット袋状等の任意の形状を有し
ていてよい。
【００８４】
　本発明の包装袋の内容量は、任意であり、例えば、１０ｍＬ以上１００Ｌ以下程度とす
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ることができる。本発明の包装袋を、内容量１Ｌ以上、２Ｌ以上、３Ｌ以上、５Ｌ以上、
又は１０Ｌ以上の「重量袋」とすると、本発明の所期する効果が最大限に発揮され、好ま
しい。重量袋である本発明の包装袋の内容量は、例えば、８０Ｌ以下、５０Ｌ以下、３０
Ｌ以下、４０Ｌ以下、３０Ｌ以下、２５Ｌ以下、２０Ｌ以下、１５Ｌ以下、１０Ｌ以下、
８Ｌ以下、５Ｌ以下、４Ｌ以下、３Ｌ以下、又は２Ｌ以下であってよい。
【００８５】
　《内容物入り包装袋》
　本発明の更に別の観点によると、本発明の包装袋と、包装袋中の内容物と、を含む、内
容物入り包装袋が提供される。
【００８６】
　本発明の内容物入り包装袋の内容物は、液状の物品であってよい。液状の物品は、例え
ば、医薬品、医薬部外品、化粧品、洗剤、食品、塗料等であってよい。医薬品及び医薬部
外品は、それぞれ例えば、注射薬、点滴薬、輸液薬、灌流薬、煎剤等を含む。化粧品は、
例えば、シャンプー、コンディショナー、整髪料（例えば、ヘアウォーター、ヘアリキッ
ド、グリース等）等を含む。食品は、例えば、飲料、食用油、スープ、クリーム、液体調
味料（例えば、醤油、酢、麺つゆ、割下、みりん、ウスターソース、ケチャップ、タバス
コ、甘味料等）等を含む。洗剤は、中性洗剤、アルカリ性洗剤、及び酸性洗剤を含む。塗
料は、例えば、ペンキ、ニス、オイルステイン等を含む。
【実施例】
【００８７】
　以下の実施例及び比較例において、第１のシーラント層の密度は、ＪＩＳ　Ｋ７１１２
に準拠して、２５℃において測定して得られた値である。
【００８８】
　《実施例１》
　（１）包装袋形成用積層体の作製
　上記の第１のシーラント層、第１の接着性樹脂層、バリア層、第２の接着性樹脂層、及
び第２のシーラント層が、この順に積層されたバリア性積層シーラントフィルムを、共押
出インフレーション成形によって作製した。
【００８９】
　得られたバリア性積層シーラントフィルムの第１のシーラント層側の面上に、厚み３μ
ｍのポリエステル系ドライラミネート接着剤層を介して基材層をドライラミネートにて積
層することにより、袋形成用積層体を作製した。
【００９０】
　各層の構成材料及び厚みは、それぞれ以下のとおりである。
【００９１】
　　第１のシーラント層：密度０．９１５ｇ／ｃｍ３のＬＤＰＥ、厚み３０μｍ
　　第１の接着性樹脂層：マレイン酸変性ＰＥ（Ｍａｌ－ＰＥ）、厚み５μｍ
　　バリア層：エチレン－ビニルアルコール共重合体（ＥＶＯＨ）（エチレン含量３８モ
ル％）、厚み１０μｍ
　　第２の接着性樹脂層：マレイン酸変性ＰＥ（Ｍａｌ－ＰＥ）、厚み５μｍ
　　第２のシーラント層：チーグラーナッタ系ＬＬＤＰＥ（ＺＮ－ＬＬＤＰＥ）、厚み８
０μｍ
　　基材層：二軸延伸ナイロンフィルム、厚み２５μｍ
【００９２】
　（２）評価
　（２－１）落下耐性（落下衝撃に対する耐衝撃剥離性）の評価
　得られた包装袋形成用積層体を用い、第２のシーラント層を内側に向けてヒートシール
することにより、容量５Ｌのピロー袋を作製した。このピロー袋に水５ｋｇを充填して、
内容物入り包装袋を得た。
【００９３】
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　上記の内容物入り包装袋について、市販の落下試験機を用いて、落下高さを１ｍとして
、以下のように落下試験を行って、落下耐性を評価した。
【００９４】
　内容物入り包装袋の、背貼りがない方の面が下になるようにして、合計９回の落下を行
った。９回落下させた後の内容物入り包装袋を、目視で観察して、以下の基準により評価
した。評価結果を表１に示す。
　　Ａ：異常が見られなかった場合
　　Ｂ：破袋はしなかったが、ヒートシール部に基材層の浮きが観察された場合
　　Ｃ：破袋した場合
【００９５】
　（２－２）引裂き性の評価
　袋形成用積層体を用い、「（２－１）包装袋の落下耐性の評価」と同様にして、ピロー
袋を作製した。このピロー袋のヒートシール部に、長さ５ｍｍのＩノッチを入れ、このＩ
ノッチを引裂き開始部として、手動により引裂き開封の官能評価を行い、以下の基準で評
価した。
　　Ａ：引裂きが容易に行えた場合
　　Ｃ：５層シーラントフィルムが伸びて、引裂きが不可能又は困難であった場合
【００９６】
　（２－３）包装袋形成用積層体のラミネート強度の評価
　袋形成用積層体のラミネート強度（バリア性積層シーラントフィルムと基材層と間の剥
離強度）を、ＪＩＳ　Ｋ－６８５４に準拠して、２５℃、剥離速度３００ｍｍ／分におけ
るＴ型剥離試験によって測定し、以下の基準により評価した。評価結果を表１に示す。
　　Ａ：ラミネート強度が、１５Ｎ／１５ｍｍ以上であった場合
　　Ｂ：ラミネート強度が、７Ｎ／１５ｍｍ以上１５Ｎ／１５ｍｍ未満であった場合
　　Ｃ：ラミネート強度が、７Ｎ／１５ｍｍ未満であった場合
【００９７】
　（２－４）耐薬品性の評価（促進試験）
　得られた包装袋形成用積層体を用い、基材層側を外側にしてヒートシールすることによ
り、内寸１００ｍｍ×１００ｍｍのパウチを作製した。このパウチに濃度１２質量％の次
亜塩素酸ナトリウム水溶液（ｐＨ≧１２．５）３０ｇを充填して、内容物入り包装袋を得
た。
【００９８】
　得られた内容物入り包装袋を、４０℃において３０日間保存した。３０日経過後、パウ
チを開封して内容物を除去し、蒸留水で洗浄した後、「（２－３）包装袋形成用積層体の
ラミネート強度の評価」と同様にして、耐薬品性促進試験後の袋形成用積層体のラミネー
ト強度を測定した。評価結果を表１に示す。
【００９９】
　また、耐薬品性促進試験後の包装袋形成用積層体の外観を目視で観察し、以下の基準に
より評価した。評価結果を表１に示す。
　　Ａ：包装袋形成用積層体の外観に異常が観察されなかった場合
　　Ｂ：包装袋形成用積層体の層間に、浮き（部分的な剥離）が観察された場合
　　Ｃ：包装袋形成用積層体に層間剥離が観察された場合
【０１００】
　《実施例２及び３、並びに比較例１～３》
　第１のシーラント層として、表１に記載のＬＤＰＥ（（実施例２及び３）、メタロセン
系ＬＬＤＰＥ（Ｍ－ＬＬＤＰＥ）（比較例１及び２）、又は超低密度ＰＥ（ＵＬＤＰＥ）
（比較例３）をそれぞれ用いた他は、実施例１と同様にして、包装袋形成用積層体を作製
し、各種の評価を行った。評価結果を、第１のシーラント層として用いたメタロセン系Ｌ
ＬＤＰＥのＤＳＣ測定結果とともに、表１に示す。
【０１０１】
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　なお、第１のシーラント層として密度０．８９７ｇ／ｃｍ３のＵＬＤＰＥを用いた比較
例３では、バリア性積層シーラントフィルムの滑り性が悪く、ハンドリングが困難であっ
たため、包装袋形成用積層体の作製及び評価を行えなかった。
【０１０２】
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【表１】

【０１０３】
　表１において、各層の樹脂種類欄の略称は、それぞれ以下の意味である。
　　Ｎｙ：二軸延伸ナイロンフィルム
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　　ＬＤＰＥ：低密度ポリエチレン
　　Ｍ－ＬＬＤＰＥ：メタロセン系直鎖状低密度ポリエチレン
　　ＺＮ－ＬＬＤＰＥ：チーグラー－ナッタ系直鎖状低密度ポリエチレン
　　ＵＬＤＰＥ：超低密度ポリエチレン
　　Ｍ－ＰＥ：マレイン酸変性ポリエチレン
　　ＥＶＯＨ：エチレン－ビニルアルコール共重合体
【０１０４】
　表１を参照すると、第１のシーラント層の密度が０．９３５である比較例１、及び０．
９４０である比較例２では、落下耐性、引裂き性、ラミネート強度、及び耐薬品性が不十
分であった。また、第１のシーラント層の密度が０．８９７である比較例３では、５層シ
ーラントフィルムの滑り性が悪く、ハンドリングが困難なため、包装袋形成用積層体の作
製及び評価を行うことができなかった。
【０１０５】
　これらに対して、第１のシーラント層の密度が０．９００ｇ／ｃｍ３以上０．９３０ｇ
／ｃｍ３以下の範囲の実施例１～３では、落下耐性及び引裂き性に優れ、かつ、ラミネー
ト強度及び耐薬品性も、良好な結果を示した。特に、第１のシーラント層の密度が０．９
１５ｇ／ｃｍ３以上０．９２０ｇ／ｃｍ３以下の実施例１及び２では、落下耐性及び引裂
き性に優れるとともに、優れたラミネート強度及び耐薬品性を示した。
【符号の説明】
【０１０６】
　１００　　包装袋形成用積層体
　１１０　　基材層
　１２０　　接着剤層
　１３０　　バリア性積層シーラントフィルム
　１３１　　第１のシーラント層
　１３２　　第１の接着性樹脂層
　１３３　　バリア層
　１３４　　第２の接着性樹脂層
　１３５　　第２のシーラント層
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